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中国のＷＴＯ加盟後の小売、卸売などに関する新規定 

――「外商投資商業領域管理弁法」の要点―― 

                    （本文の内容をご参考に供します）  

                            

 中国の商務部が「外商投資商業領域管理弁法」（以下「管理弁法」という）が

2004年 4月 16日公布され、同年の 6月 1日より実施されました。この「管理

弁法」とはWTOに加盟している国家の内国民優遇の原則及び中国のWTO加

盟時（2001年 12月）に承諾したサービス約束表による逐次開放時期の表明と

いう公約事項に基づき、商業領域を対外に開放する地域や時期を明確に定めた

ものであり、また、1999年 6月 25日に旧対外貿易経済合作部より実施された

「外商投資商業企業試行弁法（以下、「旧弁法」という）の全面的な改正でもあ

ります。この「管理弁法」において最も注目されるのが、商業領域の対外開放

の地域と時期を明確にし、外資の出資比率及び地域制限を緩め、外国投資者の

資産総額、売上高など、外国投資者が中国において小売や卸売などについての

規制が大幅に引き下げられたことであります。また同時に許認可手続も簡略化

され、一部の許認可権限を省レベルの商務官庁に移管されました。 

よって、「旧弁法」と比べ、商業領域が外国投資者に開放された主なポイント

規定を以下のように纏めます。 

 

１．（第７条のポイント） 

中国内陸地域における商業投資については、「公司法」に定める最低登録資

本金を基準としたことにより、外資による小売企業に規定される登録資本金
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額、外国投資者の持ち株比率による規制、企業登録資本金及び投資者の規模

といった制限が大幅に緩和されました。よって外資による小売企業に必要な

登録資本金は 30万元人民幣、卸売企業に必要な登録資本金は 50万元人民幣

となります。  

 

２．（第 9条のポイント） 

 許認可後より、小売業務の外商投資商業企業は商品の小売販売、自営商品の

輸入、国内製品の調達・輸出及びその他関連業務に従事することが許可され、

また、卸売業の外商投資商業企業は商品の卸売、コミッション代理、商品の輸

出入及びその他関連業務が許可されます。 

 

３．（第 10条のポイント） 

 「管理弁法」は産業上の外資利用について部分的に審査・認可権限を移管し、

経営規模、出店数が少なく、または中国のブランド・商号を使用する一部の外

商投資企業は省レベルの商務主管部門にて認可を申請することができます。 

 

４．（第 21条のポイント） 

2004 年 12 月 11 日より、外資 100％による独資商業企業の設立を許可しま

す。 

 

５．（第 22条のポイント） 

 「管理弁法」に基づくと、店舗の設立地域については、従来の地域制限であ

る省レベルの都市及び自治区の政府所在地、直轄市、行政計画市ならびに経済

特区の限定であったものが、2004 年 12 月 11 日以降、このような地域制限は
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取り消されることになります。 

 

６．「管理弁法」と「旧弁法」の対照表は、以下の通りであります。 

 

旧弁法 管理弁法 解説 

第 1条 
対外開放を一層拡大

し、商業企業の改革と

発展を促し、国内市場

の整備を推進し、商業

分野の外資利用拡大

の試行を健全かつ秩

序をもって進めるた

め、「中華人民共和国

中外合資経営企業法」

および「中華人民共和

国中外合作経営企業

法」などの関係法律、

法規に基づき、本規則

を制定する。 
 
 

第 1条 
対外開放をさらに拡大し、市場流通システムの

建設を整備するため、「中華人民共和国中外合

弁企業法」、「中華人民共和国中外合作経営企業

法」、「中華人民共和国外資独資企業法」および

「会社法」などの法律ならびに行政法規に基づ

き、本管理弁法を制定する。 

「中華人民共和国

外資独資企業法」

および「会社法」

も本管理弁法の制

定の根拠となる。

さらに、「中華人民

共和国外資独資企

業法」は外資独資

商業企業の設立認

可の準拠となる。

第 2条 
本規則は外国の会社、

企業と中国の会社、企

業と中国国内に設立

する中外合弁または

合作の商業企業（“共

同経営商業企業”）に 

第 2条 
外国の会社、企業及びその他経済組織または個

人（“外国投資者”）が中国国内において外商投

資商業企業を設立し、経営活動に従事する場

合、本管理弁法を遵守しなければならない。 

外国個人による外

商投資（100％独
資）商業企業の設

立が認められる。

さらに、旧弁法に

定めていた「外資

独資商業企業は暫

時的に認めない。
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旧弁法 管理弁法 解説 

適用する。外資独資商

業企業は暫時認めな

い。 

 の条文は廃止とな

った。新管理弁法

第 21 条により、
2004年 12月 11日
以降、外資独資商

業企業の設立が認

められることとな

る。 

第 3条 
設立される共同経営

商業企業は所在都市

の商業発展計画に合

致し、国際的に先進的

な経営販売技術と管

理経験を導入、国内商

業の近代化を促し、国

内産品の輸出を牽引

し、良好な経済効果と

社会効果を生むもの

でなければならない。 

第 3条 
外商投資商業企業とは、以下の経営活動に従事

する外商投資企業を指す。 
1) コミッション代理とは、貨物の販売代理業
者、仲介人もしくは競売人またはその他卸

売業者が費用を受け取り、契約に基づき他

人の物品を販売することおよびこれに関

連する付随サービスをいう。 
2) 卸売とは、小売業者並びに工業、商業及び
機構などの顧客またはその他の卸売業者

に対して物品を販売すること及びこれに

関連する付随サービスをいう。 
3) 小売とは、固定の場所においてまたはテレ
ビ、電話、通信販売、インターネット、自

動販売機を通じ、個人または団体の消費の

ために物品を販売すること及びこれに関

連する付随サービスをいう。 
4) フランチャイズとは、報酬または約定の費
用を得るため、契約を締結することにより

他人にその商標商号または経営モデルな

どを使用する権利を与えることをいう。 
 外国の会社、企業及びその他経済組織または

個人は、必ず中国国内に設立した外商投資企業

を通じて前項第 1)号、第 2)号、第 3)号及び第
4)号に定める経営活動に従事しなければなら
ない。 

外商投資商業企業

の業務範囲が定め

られており、コミ

ッション代理、卸

売、小売、フラン

チャイズに従事す

ることができる。
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旧弁法 管理弁法 解説 

第 4条 
共同経営商業企業を

設立する地区は、国務

院が定める。当面は省

都、自治区首府、直轄

市、計画独立都市およ

び経済特区（“試行地

区”）に限定する。 

削除  

 

第 4条 
外商投資商業企業は中華人民共和国の法律、行

政法規および関連規則を遵守しなければなら

ず、その正当な経営活動及び合法権益は中国法

の保護を受ける。 

中国で設立した外

商投資商業企業は

中国法を遵守すべ

き。 

 

第 5条 
国家商務主管部門は、法に従い外商投資商業分

野および企業の経営活動に対して監督および

管理を行う。 

外商投資商業企業

に対して国家商務

主管部門が監督お

よび管理を行う。

第 5条 
共同経営商業企業の

投資者は次の条件を

備えている。 
（略） 

第 6条 
外商投資商業企業の外国投資者は、良好な信用

を有しなければならず、中国の法律、行政法規

および関連規則に違反する行為があってはな

らない。比較的強大な経済力、先進的な商業経

営管理経験および営業販売技術、広範な国際販

売ネットワークを有する外国投資者が外商投

資商業企業を設立、運営することを奨励する。

外商投資商業企業

の投資者の資格要

件である。旧弁法

と比べ、資格要件

は多いに緩和され

た。 
例えば、旧弁法に

おける卸売業の外

国側投資者につい

ての最近 3 年間の
平均売上高が 25
億ドル以上、前年

の資産額が 2 億ド
ル以上という要件

は削除された。 
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旧弁法 管理弁法 解説 

第 6条 
共同経営商業企業は

次の条件に合致しな

ければならない。 
（略） 

第 7条 
外商投資商業企業は、次の各号にあげる条件に

合致しなければならない。 
1) 最低登録資本が「公司法」の関連規定に合
致すること。 

2) 外商投資商業企業の登録資本および投資
総額に関する規定に合致すること。 

3) 外商投資商業企業の経営期間は原則とし
て 30 年を越えず、中西部地区に設立され
た外商投資商業企業の経営期間は原則と

して 40年を越えないこと。 

外商投資商業企業

の要件である。 
旧弁法に定めてい

た登録資本金（小

売 業 の 場 合 の

5000 万元と卸売
業の場合の 8000
万元）に対して、

新規則では、登録

資本金について

は、中国公司法に

よることとされて

おり、有限公司の

場合、小売業は 30
万元、卸売業は 50
万元であり、株式

会社の場合、1000
万元以上である。

特定分野（新規則

第 18条）を除き、
旧弁法に定めてい

た外国側投資者の

出資比率の制限は

なくなった。 
第 7条 削除  
 第 8条 

外商投資商業企業が店舗を開設するにあたっ

ては、次の各号にあげる条件に合致しなければ

ならない。 
1) 商業企業の設立申請と同時に店舗の設立
を申請する場合、都市発展及び都市商業発

展の関連規定に合致しなければならない。

2）すでに設立を認可された外商投資商業企業
が店舗の増設を申請する場合、第 1)号の 

外商投資商業企業

による店舗の開設

条件を定めてい

る。 
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旧弁法 管理弁法 解説 

 
 
 
 
 
 

要求に合致するほか、さらに以下の条件に

も合致しなければならない。① 期日どお

りに外商投資企業共同年度検査に参加し、

かつ年度検査に合格すること。② 外商投

資商業企業の登録資本を全額払い込むこ

と。 

 

 第 9条 
外商投資商業企業は、認可を得て次の各号にあ

げる業務を行うことができる。 
1) 小売業務に従事する外商投資商業企業。①
商品の小売； ② 自営商品の輸入； ③

国内製品の購入輸出； ④ その他関連付

随業務。 
2) 卸売業務に従事する外商投資商業企業。①
商品の卸売； ② コミッション代理（競

売を除く）； ③ 商品の輸出入； ④ そ

の他関連する付随業務。 
外商投資商業企業は、フランチャイズ方式に

より他人に店舗を開設させることができる。 

外商投資商業企業は認可を得て一種また

は数種の販売業務に従事することができ、

その取扱う商品の種類は契約、定款の経営

範囲に関する内容において明記しなけれ

ばならない。 

外商投資商業企業

の経営範囲を定め

ている。 

第 8条 
共同経営商業企業の

設立は、次の手続に従

い行う。 
（略） 

第 10条 
外商投資商業企業の設立および店舗の開設は、

以下の手続に従い行う。 
１）外商投資商業企業の立案、フィジビリテ

ィ・スタディ報告並びに企業設立の第 1次
申請および審査認可。 

２）本条第 1項第 3)号、第 4)号に別途規定す
る場合を除き、設立予定の外商投資商業企

業の投資者、または店舗の開設を申請す

る、すでに設立されている外商投資商業企

外商投資商業企業

の設立および店舗

の開設に関する許

認可の取得手続を

定めている。 
 
省級商務主管部門

の審査認可権限の

範囲を定めてい

る。 
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旧弁法 管理弁法 解説 

 は、外商投資商業企業登録地の省級商務主

管部門に、第 12 条および第 13 条に規定
する申請文書をそれぞれ送付しなければ

ならない。省級商務主管部門は送付文書に

対して仮審査を行った後、すべての申請文

書を受領した日から 1 ケ月以内に当該文
書を商務部に送付しなければならない。商

務部はすべての申請文書を受領した日か

ら 3ケ月以内に認可するか否かを決定し、
設立を認可する場合は「外商投資企業認可

証書」を発行し、設立を認めない場合はそ

の理由を説明しなければならない。 
商務部は本規則に従い省級商務主管部門

に上記申請の審査認可権限を授けること

ができる。 
３）小売業務に従事する外商投資商業企業がそ

の所在地の省級行政区域内で店舗を開設す

る場合において、以下の条件に合致し、か

つ経営範囲がテレビ、電話、通信販売、イ

ンターネットまたは自動販売機による販売

ならびに本規則第 17条、第 18条にあげる
商品に及ばないときは、その省級商務主管

部門がその審査認可権限内において審査認

可を行い、かつ商務部に届出る。① 1 店
舗の営業面積が 3000 ㎡をこえず、かつ店
舗数が 3店舗を越えず、その外国投資者が
設立した外商投資商業企業を通して中国に

開設した同種店舗の総数が 30 店舗を越え
ない場合 ② 1 店舗の営業面積が 3000
㎡をこえず、かつ店舗数が 3店舗を越えず、
その外国投資者が設立した外商投資商業企

業を通して中国に開設した同種店舗の総数

が 300店舗を越えない場合。 
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旧弁法 管理弁法 解説 

 
 
 
 
 

４）中外合弁、合作企業の商標、商号の所有者

が内資企業または中国の自然人であり、か

つ中国投資者が外商投資商業企業を支配

し、当該外商投資商業企業の経営範囲が本

規則第 17条、第 18条にあげる商品に及ば
ない場合は、その設立および開店申請は外

商投資商業企業所在地の省級商務主管部門

が審査認可権限内において審査認可を行

う。省を跨いで店舗を開設する場合は、開

設予定店舗所在地の省級商務主管部門に意

見を求めなければならない。 
商務部門の授権を経ずに、省級商務主管部

門は自ら本条第 1項第 3)号、第 4)号に定め
る審査認可権を下部機関に授けてはならな

い。 

 

 第 11条 
投資者は、認可証書を受領した日から 1ケ月以
内に、「外商投資企業認可証書」を持参して、

工商行政管理機関において登記手続を行わな

ければならない。 

企業登録の期限を

定めている。 

第 9条 
共同経営商業企業の

設立を申請する場合

は、次の各号にあげる

書類を提出するもの

とする。 
（略） 

第 12条 
外商投資商業企業の設立を申請する場合は、下

記の文書を送付しなければならない。 
１）申請書。 
２）各投資者が共同で署名したフィジビリテ

ィ・スタディ報告書。 
３）契約、定款（外資独資商業企業は定款のみ

送付）およびその付属文書。 
４）各投資者の銀行信用証明、登記登録証明（写

し）、法定代表者証明（写し）、外国投資者

が個人である場合は、身分証明を提供しな

ければならない。 
５）各投資者の会計士事務所の会計監査を経た

直近 1年間の会計監査報告書。 

外商投資商業企業

の設立にかかわる

申請用資料を定め

ている。 
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旧弁法 管理弁法 解説 

 ６）中国投資者が中外合弁、合作商業企業に投

資する国有資産に関する評価報告書。 
７）設立予定の外商投資商業企業の輸出入商品

リスト。 
８）設立予定の外商投資商業企業の董事会の構

成員名簿および各投資者の董事任命書。 
９）工商行政管理部門が発行した企業名称仮審

査通知書。 
１０）開設予定店舗が使用する土地の使用権証

明文書（写し）及び／または建物賃貸借協

議書（写し）。ただし、営業面積が 3000
㎡以下の店舗を開設する場合はこの限り

でない。 
１１）開設予定店舗の所在地の政府商務主管部

門が発行した都市発展および都市商業発

展の要求に合致する旨の説明文書。 
法定代表者でない者が文書に署名する場合は、

法定代表者の委託授権書を提出しなければな

らない。 

 

 第 13条 
すでに設立されている外商投資商業企業が店

舗の開設を申請する場合は、下記の文書を送付

しなければならない。 
１）申請書。 
２）契約、定款を修正した場合は、修正後の契

約、定款を提出しなければならない。 
３）店舗開設に関するフィジビリティ・スタデ

ィ報告書。 
４）店舗開設に関する董事会決議。 
５）企業の直近 1年間の会計監査報告書。 
６）企業の出資検査報告書（写し）。 
７）各投資者の登記登録証明（写し）、法定代

表者証明（写し）。 
８）開設予定店舗が使用する土地の使用権証明

外商投資商業企業

による店舗の開設

に関わる申請用資

料を定めている。
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 文書（写し）および／または建物賃貸借協

議書（写し）。ただし、営業面積が 3000
㎡以下の店舗を開設する場合はこの限り

でない。 
９）開設予定店舗の所在地の政府が発行した都

市発展および都市商業発展の要求に合致

する旨の説明文書。 
法定代表者でない者が文書に署名する場合は、

法定代表者の委託授権書を提出しなけれ

ばならない。 

 

第 10、11、12、13、
14条 

削除  

 第 14条 
外商投資商業企業が締結した商標または商号

の使用許諾契約、技術移転契約、管理契約、サ

ービス契約などの法律文書は、契約の付属文書

として（外資独資商業企業の場合は定款の付属

文書として）、まとめて送付しなければならな

い。 

旧弁法の第 7 条の
規定と比べ、旧弁

法に定めていた外

国側投資者が受取

るライセンスフィ

ーに関する制限は

なくなった。 
 第 15条 

外商投資商業企業が開設する店舗の使用地は、

国の土地管理に関する法律、行政法規の規定に

従い、公開入札、競売、公開掲示などの方式に

よって商業用地を取得しなければならない。 

店舗にかかわる商

業用地の規定を定

めている。 

第 15条 
共同経営商業企業は、

国の特別規定のある

商品および割当、許可

証制度の対象輸出入

商品を取扱う場合は、

国の関係規定に従い

認可手続を取得する

ものとする。 
年度商品輸入総額は、 

第 16条 
外商投資商業企業が、国が特別規定を定める商

品ならびに割当額および許可証管理にかかわ

る輸出入商品を取扱う場合、国の関連規定に従

い手続を行わなければならない。 

外商投資商業企業

の輸出入業務に関

する規定。旧弁法

に定めていた商品

の輸入総額に関す

る制限はなくなっ

た。 
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当該企業の当年度売

上高の 30パーセント
を越えてはならない。 

  

第 16、17、18、19、
20、21条 

削除  

 第 17条 
外商投資商業企業が下記の商品を取扱う場合、

本規則の規定に合致していなければならない

ほか、さらに下記の規定にも合致しなければな

らない。 
 外商投資商業企業が図書、新聞、定期刊行物

を取扱う場合、「外商投資図書、新聞、定期刊

行物代理販売外商投資商業企業管理規則」に合

致していなければならない。 
 外商投資商業企業がガソリンスタンドを経

営し、石油製品小売に従事する場合、安定した

石油製品供給ルートを有し、当地のガソリンス

タンド建設計画に合致していなければならず、

経営施設が現行の国家基準および計量検定規

程の規定に合致し、消防、環境保護などの要求

に合致していなければならない。具体的実施規

則は、商務部が別途定める。 
 外商投資商業企業が薬品を取扱う場合、国の

薬品販売に関する管理規定に合致していなけ

ればならない。具体的実施規則は、商務部が別

途定める。 
 外商投資商業企業が自動車を取扱う場合、認

可された経営範囲内において経営を行わなけ

ればならない。具体的実施規則は、商務部が別

途定める。 
 本規則第 18条および本条が別途定める場合
を除き、外国投資家が農副産品、農業生産手段

の商業企業を設立するときは、地域、持分比率

および投資金額の制限を受けないものとする。

図書、新聞、定期

刊行物、ガソリン

スタンド、石油製

品、薬品の販売分

野に関しては、外

商投資商業企業は

他の法規定も遵守

しなければならな

い。 
 
外商投資商業企業

の卸売業務につい

て、今年 12 月 11
日以降は医薬品、

農薬、農業用プラ

スティック・フィ

ルムの取扱可、

2006年 2月 11日
以降は化学肥料、

石油製品、原油の

取扱可。 
外商投資商業企業

の小売業務につい

て、今年 12 月 11
日以降は薬品、農

薬、農業用プラス

ティック・フィル

ム、石油製品の取

扱可、2006年 12 
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  卸売に従事する外商投資商業企業は、2004
年 12 月 11 日までは医薬品、農薬および農業
用プラスティック・フィルムを取り扱ってはな

らず、2006年 2月 11日までは化学肥料、石油
製品および原油を取扱ってはならない。 
 小売に従事する外商投資商業企業は 2004年
12月 11日までは薬品、農薬、農業用プラステ
ィック・フィルムおよび席有製品を取扱っては

ならず、2006年 12月 11日までは化学肥料を
取扱ってはならない。 
 卸売に従事する外商投資商業企業は塩、タバ

コを取扱ってはならず、小売に従事する外商投

資商業企業はタバコを取扱ってはならない。 

月 11 日以降は化
学肥料の取扱可。

 
ただし、卸売の外

商投資商業企業に

は塩、タバコ、小

売の外商投資商業

企業にはタバコの

取扱は認められな

い。 

 第 18条 
同一の外国投資者が国内に開設した店舗が累

計で 30店舗以上となり、図書、新聞、雑誌、
自動車（2006年 12月 11日よりこの制限を廃
止する。）、薬品、農薬、農業用プラスティック・

フィルム、化学肥料、石油製品、穀物、植物油、

砂糖および綿花などの商品を含む商品を取扱

い、かつ上記商品が異なるブランドに属し、異

なる供給者によって供給されている場合、外国

投資者の出資比率は 49%を越えてはならない。

独占禁止の見地か

ら、特定の経営条

件及び特定の分野

に関する外国投資

者の出資比率が制

限される。 

 第 19条 
外商投資商業企業は、フランチャイズ方式によ

って他人に店舗を開設させる場合、本規則の規

定を遵守しなければならないほか、国がフラン

チャイズ活動について別途関連法律、行政法規

の規定している場合には、その規定も遵守しな

ければならない。 

フランチャイズ経

営に関しては、外

商投資商業企業は

他の法規定も遵守

しなければならな

い。 

 
 

第 20条 
外商投資商業企業が競売業務を行う場合、「競

売法」、「文物法」などの関連法律に合致しなけ

ればならず、商務部がこれを審査認可するもの

競売業務に関して

は、外商投資商業

企業は他の法規定

も遵守しなければ
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 とする。具体的実施規則は別途定める。 ならない。 
 第 21条 

2004年 12月 11日より、外資独資商業企業の
設立を認める。 

外資独資商業企業

の設立の認可期日

を定めている。 
 第 22条 

小売に従事する外商投資商業企業およびそ

の店舗の設立地域は、2004年 12月 11日まで
は省都、自治区首府、直轄市、計画単列市及び

経済特区に限る。2004年 12月 11日以降は、
地域制限を廃止する。 
卸売に従事する外商投資商業企業について

は、本規則の施行日より地域制限を廃止する。

小売業の外商投資

商業企業につい

て、今年 12 月 11
日以降設立の地域

規制がなくなる。

 
卸売業の外商投資

商業企業につい

て、今年 6月 1日
以降設立の地域規

制がなくなる。 
 第 23条 

外商投資企業が国内において商業分野に投資

する場合、「外商投資企業の国内投資に関する

暫定規定」に合致し、かつ本規則を参照して行

わなければならない。 

中国に設立した外

資系企業が商業企

業を設立する場合

の適用する法規定

を定めている。 

 

第 24条 
外商投資商業企業以外のその他外商投資企業

が本規則第 3 条にあげる経営活動に従事する
場合、本規則の規定に合致し、かつ法に従い相

応の経営範囲を変更しなければならない。 

中国に設立した外

資系企業がコミッ

ション代理、卸売、

小売、フランチャ

イズ業に従事する

場合、既存の経営

範囲の変更要。 

 

第 25条 
香港特別行政区、マカオ特別行政区の投資者、

台湾地区の投資者が中国のその他の省、自治

区、直轄市において商業企業を投資設立する場

合、下記の規定のほか、本規則を参照して実行

するものとする。 
１）2004年 1月 1日より、香港、マカオの商

香港、マカオ、台

湾の投資者による

商業企業の設立に

関する規定であ

る。 
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業サービス提供者は大陸において外資独資商

業企業を設立することができる。 
２）香港、マカオの商業サービス提供者が大陸

において小売企業を設立する地域範囲を

地方の市に拡大し、広東省においては県級

の市に拡大する。 
３）2004年 1月 1日より、香港、マカオの商

業サービス提供者は、本規則の関連条項に

従い大陸において自動車小売業務に従事

する商業企業の設立を申請することがで

きる。ただし、申請前 3年間の年平均販売
額が 1億ドルを下回らず、申請前 1年間の
資産額が 1000万ドルを下回らないものと
する。内陸地域に設立される自動車小売企

業の登録資本金の最低限度額は 1000万人
民元とする。中西部地域に設立される自動

車小売企業の登録資本金の最低限度額は

600万人民元とする。 
４）香港、マカオの永住市民の中国公民が大陸

の関連法律、法規および規則に従い個人商

工事業体を設立し、商業小売活動（フラン

チャイズを除く）を行うことを認める。そ

の営業面積は 300㎡を越えてはならない。
５）本条に定める香港、マカオの商業サービス

提供者はそれぞれ「大陸と香港とのより緊

密な経済、貿易関係に向けた協定」および

「大陸とマカオとのより緊密な経済、貿易

関係にむけた協定」の「サービス提供者」

の定義および関連規定の要求に合致しな

ければならない。 

 

 第 26条 
外商投資商業企業が関連の業種協会に加入し、

外商投資商業企業の自律性を強化することを

奨励する。 

関連協会の加盟。
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 第 27条 
本管理弁法の解釈は、商務部が行う。 

新管理弁法の解釈

権は商務部が有す

る。 

 第 28条 
本管理弁法は、2004年 6月 1日より施行する。

新管理弁法の施行

日。 
 第 29条 

旧国家経済貿易委員会、旧対外貿易経済合作部

が共同で公布した「外商投資商業外商投資商業

企業試行規則」は、本規則の施行日より廃止す

る。 

今年 6月 1日に、
旧弁法は廃止とな

る。 

 

 

 

                             以上 


